
スポーツ安全保険重要事項説明書 

 

制度概要・注意喚起情報のご説明  

●制度概要は、当補償制度の内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。

お手続きをいただく前に必ずお読みください。  

●注意喚起情報は、当補償制度に加入依頼をいただくにあたり、被保険者の方にとって不利益と

なる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。お手続きいただく前に必ずお

読みください。  

●本説明書は当補償制度に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきま

しては、「平成２４年度スポーツ安全保険の解説」に記載されている保険約款等によりますが、

ご不明点につきましては（財）スポーツ安全協会又は東京海上日動火災保険（株）までご照会く

ださい。  

●団体構成員の皆様にも本説明書の内容をご説明いただきますようお願いいたします。  

 

制度概要の説明  

１．制度の仕組み：スポーツ安全保険は、傷害保険、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険からな

ります。  

 

２．契約者：傷害保険及び賠償責任保険は、財団法人スポーツ安全協会が契約者となり、当協会

に会員登録・加入依頼手続きを行った社会教育関係団体の構成員を被保険者として東京海上日動

火災保険（株）を幹事会社とする損害保険会社９社（平成２４年４月予定。以下同様）との間に

一括契約をしています。  

 

３．補償期間  

①一般団体の加入区分の場合  

平成２４年４月１日午前０時から平成２５年３月３１日午後１２時まで。ただし、平成２４年４

月１日以降の加入手続きの場合の補償開始期は、加入手続きを行った翌日午前０時からとなり終

期は平成２５年３月３１日午後１２時までです。なお、翌月一括手続方式による追加加入手続き

の場合は、団体への入会日の翌日午前０時から平成２５年３月３１日午後１２時までとなります。  

②短期スポーツ教室区分の場合  

●保険責任開始日：以下のうち最も遅い日の午前０時  

教室の開始日、掛金の払込完了日の翌日、平成２４年４月１日  

●保険責任終了日：以下のいずれか早い日の午後１２時  

教室の終了日、平成２５年３月３１日  

 



４．引受条件  

①加入対象者：５名以上の社会教育関係団体  

②補償額、掛金：加入手続画面の補償額、掛金をご覧ください。また、掛金の支払方法について

は、「スポ安ねっとのご利用案内」等をご覧ください。  

③被保険者：加入依頼手続きを行った際に提出をした団体員名簿に記載のある方が被保険者とな

ります。賠償責任保険に限り、加入者が子どもなどで責任能力がない場合は、その親権者などの

法定監督義務者を被保険者とします。  

 

５．補償の内容：被保険者の所属する団体の管理下における団体活動中及び団体が指定する集

合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中に発生した次の事故が対象となります。（た

だし、日本国内における事故に限ります。）  

①傷害保険：急激で偶然な外来の事故により被った傷害（熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒

を含む。）並びに傷害に起因する後遺障害及び死亡  

②賠償責任保険：他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責

任を負った場合  

③突然死葬祭費用保険：急性心不全、脳内出血などによる、被保険者の突然死に際し、親族が葬

祭費用を負担した場合  

※ＡＷ区分に限り、「団体活動中及びその往復中」以外の事故（熱中症、細菌性・ウイルス性食

中毒及び突然死を除く。）も対象となります。  

 

６．満期返戻金、契約者配当金及び中途脱退における返戻金：この制度には、満期返戻金、契約

者配当金、及び中途脱退における返戻金はありません。  

 

注意喚起情報  

１．告知義務・通知義務等  

(1)ご加入時における注意事項（加入依頼書の記載上の注意事項等）  

加入依頼書に必要な記載事項はご加入に関する重要な事項となりますので、正しく記載していた

だく必要があります。  

また、加入区分誤り、掛金の不足などがありますと、保険金が支払われないことがあります。  

(2)ご加入後における留意事項  

団体名、代表者情報の変更があった場合は、当システムの各種変更より変更手続きを行ってくだ

さい。  

(3)次回更新加入のお引受け  

保険金請求にあたり、約款に違反することがあった場合等は、次回以降の加入依頼の受付をお断

りさせていただくことがありますので、予めご了承ください。  

 



２．責任開始期  

①一般団体の加入区分の場合  

平成２４年３月３１日以前に加入手続きを行った場合は、平成２４年４月１日午前０時から、平

成２４年４月１日以降に加入手続きを行った場合は、加入手続きを行った日の翌日午前０時から

補償が開始されます。  

なお、翌月一括手続方式による追加加入手続きの場合は、団体への入会日の翌日午前０時から補

償が開始されます。  

②短期スポーツ教室区分の場合  

以下のうち最も遅い日の午前０時  

教室の開始日、掛金の払込完了日の翌日、平成２４年４月１日  

 

３．保険金をお支払いできない主な場合  

学校管理下で行われる活動は補償対象となりません。傷害保険、賠償責任保険及び突然死葬祭費

用保険の免責事由は、「スポーツ安全保険について」をご覧ください。  

 

４．保険金のご請求・お支払いについて  

事故が発生した場合の手続き等については「事故通知」をご覧ください。保険金のご請求にあた

り、約款に定める書類のほか、各種証明または証拠となる書類を別途ご提出いただく場合があり

ます。被保険者が保険金を請求できず、かつ、代理人がいない場合は、被保険者のご家族のうち

一定の条件を満たす方が、代理人として、保険金を請求できる場合があります。詳細は、スポー

ツ安全協会ホームページ「事故のときは」記載のお問合わせ先までお問い合わせください。（上

記代理人規定は賠償責任保険には適用されません。）  

賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険

者が引受保険会社に対して有する保険金請求権（費用保険金に関するものを除きます。）につい

て、先取特権を有します（保険法第２２条第１項）。「先取特権」とは、被害者が保険金給付か

ら他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済

をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金の

請求をすることができます（保険法第２２条第２項）。  

そのため、被保険者が賠償責任保険金（費用保険金を除く。）をご請求できるのは、①被保険者

が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合、②被害者が被保険者への保険金

支払を承諾していることを確認できる場合、③被保険者の指図に基づき、保険会社から被害者に

対して直接、保険金を支払う場合、のいずれかの場合に限られます。  

 

 

 

 



５．共同保険について  

この保険契約は損害保険会社９社による共同保険契約であり、東京海上日動が他の引受保険会社

の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯す

ることなく単独別個に保険契約上の責任を負います。共同引受保険会社及び引受割合については

東京海上日動までご照会ください。  

 

６．保険会社破綻時の取扱い  

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削

減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、スポーツ安全協会傷害保険と施設賠

償責任保険のいずれも(注)「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金は原則として

８０％（破綻保険会社の支払停止から３ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故にかかわる保

険金については１００％）まで補償されます。詳細については下記の東京海上日動までご照会く

ださい。  

(注)スポーツ安全協会傷害保険の賠償責任担保条項（ＡＷ区分の「団体活動中及びその往復中」

以外の部分）を含みます。  

 

７．個人情報の取扱いについて  

（財）スポーツ安全協会は、スポーツ安全保険の加入依頼により取得した氏名、年齢、性別等の

個人情報を、本保険の加入受付の審査及び保険契約の締結に関する業務並びに保険期間終了時の

案内等に利用するとともに、共同保険会社９社の幹事会社である東京海上日動に提供し、引受保

険会社は保険金の支払等保険契約の管理・履行及びこれらに付帯するサービスの実施に利用しま

す。なお、当協会における個人情報の保護方針等については、「（財）スポーツ安全協会ホーム

ページ」をご覧ください。  

 

８．被保険者からの申し出による加入取り消し  

被保険者からの申し出により、被保険者ご自身の加入を取り消すことができます。詳細について

は東京海上日動までご照会ください。なお、中途での加入取り消しの場合、返戻金はありません。  

 

東京海上日動火災保険株式会社  

ご加入及び保険に関するご意見・ご相談  

東京海上日動火災保険株式会社 公務第二部公務第一課  

〒１０２－８０１４ 東京都千代田区三番町６－４ラ・メール三番町１０階  

０３－３５１５－４１３３  

事故のご報告・ご相談は、スポーツ安全協会ホームページ「事故のときは」記載のお問合わせ先

にて承ります。  

【受付時間：９：００～１７：００（土日・祝日はお休みとさせていただきます。）】  



 

（社）日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決期間）  

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である（社）日

本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できな

い場合は、（社）日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、（社）

日本損害保険協会のホームページをご覧ください（http://www.sonpo.or.jp/)。  

ナビダイヤル０５７０－０２２８０８  

【受付時間：９：１５～１７：００（土日・祝日はお休みとさせていただきます。）】 

 


